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第２ 【事業の状況】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題や原油価格の高騰など

により、先行きの不透明感が増してまいりました。当社グループが属する情報サービス産業におきまし

ては、このような不安定要素はあるものの、金融機関・大企業を中心として企業のＩＴ投資は引き続き

堅調に推移いたしました。その一方で、情報サービス産業全体では技術者不足が続いており、優秀な人

材確保が大きな課題となっております。 

このような環境下、当社グループは、中核事業であるシステム開発事業の収益基盤の拡充と、新規事

業である不動産ポータル事業の体制の見直し・収益化に注力してまいりました。 

  

[システム開発事業] 

主に東京地区、福岡地区の大手企業を顧客としてシステム開発・運用を行っており、当中間連結会計

期間におきましても、生損保・大手情報通信企業など旧来のお客様よりご信頼をいただき、継続してシ

ステム開発を受注しております。 

また、前連結会計年度より親会社 株式会社アパマンショップホールディングスのグループ全体に係

る基幹システムの開発運用に参画、これに伴い不動産システム事業部を新設して開発体制を整えまし

た。同事業部は、当中間連結会計期間においては連結売上高の約３割を担う事業部へと成長しておりま

す。今後は不動産分野におけるシステム構築ソリューションを当社の新たな基盤の一つとし、グループ

外への拡販も含め、全力で推進してまいります。 

当中間連結会計期間の経営成績につきましては、前述のとおり安定した受注を確保しながらも、売上

の計上時期が計画とずれる案件が発生し、売上高・営業利益とも計画を下回る結果となりました。 

まず、上期に売上計上を見込んでいた生損保向け案件や金融機関向け案件の一部が、検収時期の変更

等により下期にずれ込みました。また、不動産システム開発においても一部契約の締結時期の見直しが

あり、売上計上が上期から下期に変更になりました。この他、開発要員の増員を見込んでいた情報通信

企業向け案件に対して人材の確保が遅れたこと等により、売上高・営業利益は計画を下回りました。 

この結果、売上高は672百万円、営業利益は90百万円となりました。 

  

[不動産ポータル事業] 

平成17年11月の株式会社アパマンショップホールディングスの資本参加を機に、当社が培ってきた

Web開発技術と、子会社 株式会社リビングファーストが有する不動産情報ポータルサイトの構築・運営

のノウハウを活かして、不動産ポータルサイト「CatchUp（キャッチアップ）」を立ち上げておりま

す。 

この「CatchUp」につきましては、前連結会計年度までに重点的に宣伝広告やシステム投資を行い、

一定の認知度確保及び優れたシステム構築を実現いたしました。しかしながら、不動産に関する広告ニ

ーズの一時的な低下や他のポータルサイトとの競争により、前連結会計年度の広告収入は計画を大きく

下回りました。 

この状況を踏まえ、当中間連結会計期間より、当社グループが強みを持つ分譲マンション分野に特化

したポータルサイトとして事業の再構築を行い、広告収入による収益化を目指しております。 

１ 【業績等の概要】
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当中間連結会計期間の経営成績につきましては、米国サブプライムローン問題により金融不安が広が

ったことや建築基準法改正の影響が本格化し、マンションの発売戸数が大都市圏・地方圏いずれも減少

したこと、他のポータルサイトとの競争により当初計画ほど広告売上単価が伸びなかったこと等によ

り、広告収入は計画を下回り、売上高は199百万円、営業損失は90百万円となりました。 

なお、当事業につきましては、不動産ポータルサイト「CatchUp」に係る先行的な投資が前連結会計

年度をもって終了し、当サイトを使用した当社グループとしてのサービス提供の枠組みが確立されたこ

とから、当中間連結会計期間より、「不動産ポータル事業」を分離独立させ、「システム開発事業」及

び「不動産ポータル事業」の２事業区分とすることといたしました。このため、それぞれの事業におけ

る売上高及び営業損益につきましては、前年同期比を記載しておりません。 

  

[のれんの減損] 

前述のとおり、不動産ポータル事業につきましては、事業の再構築により早期の収益化に注力してま

いりますが、事業の営業・企画部門を担う子会社 株式会社リビングファーストにつきまして、業績等

を鑑み、のれんについて保守的に勘案した結果、投資消去差額422百万円を減損損失として特別損失に

計上することといたしました。 

なお、個別決算におきましては、同社に係る投資損失引当金繰入額511百万円を特別損失に計上して

おります。 

  

[全体の業績] 

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は872百万円（前年同期比：81百万円減）、営業損

失は18百万円（前年同期は373百万円の損失）、経常損失は18百万円（前年同期は359百万円の損失）、

中間純損失は453百万円（前年同期は358百万円の損失）となり、のれんの減損に伴う特別損失等により

大幅な損失を計上いたしました。 

売上高の減少は、主に、不動産ポータルサイト「CatchUp」において、分譲マンション分野への特化

や広告物件数の減少により、広告収入が大幅に減少したことによるものであります。 

営業損失及び経常損失の改善は、主に、不動産ポータルサイト「CatchUp」に係る先行的な投資が前

連結会計年度において終了したことによるものであります。 

中間純損失の悪化は、主に、当中間連結会計期間において特別損失430百万円を計上したことによる

ものであり、のれんの減損損失422百万円に加えて、事務所移転費用8百万円を計上いたしました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失449百万円がありましたが、その中

には減損損失、のれん償却額、減価償却費などキャッシュ・フローを伴わないものが含まれていること

や、売上債権の減少額119百万円等により、27百万円の増加（前年同期比499百万円増）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の返還による収入4百万円等により、2百万円の増

加（前年同期比40百万円増）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出0百万円により、0百万円の減少

（前年同期比0百万円減）となりました。 

この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より29百万円増

加し、567 百万円となっております。 
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当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社システムソフトの平成18年10月１日から平成19年９月30日までの連結会計年度の中間連結会

計期間(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社システムソフト及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで)の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

  

独立監査人の中間監査報告書

平成19年６月８日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  中  川  幸  三  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  本  野  正  紀  ㊞ 

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。 
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社システムソフトの平成19年10月１日から平成20年９月30日までの連結会計年度の

中間連結会計期間(平成19年10月１日から平成20年３月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社システムソフト及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年10月１日から平成20年３月31日まで)の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

  

独立監査人の中間監査報告書

平成20年６月10日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  中  川  幸  三  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  本  野  正  紀  ㊞ 

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。 
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当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社システムソフトの平成18年10月１日から平成19年９月30日までの第26期事業年度の中間会計

期間(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社システムソフトの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

独立監査人の中間監査報告書

平成19年６月８日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  中  川  幸  三  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  本  野  正  紀  ㊞ 

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。 
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社システムソフトの平成19年10月１日から平成20年９月30日までの第27期事業年度

の中間会計期間(平成19年10月１日から平成20年３月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社システムソフトの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成19年10月１日から平成20年３月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

独立監査人の中間監査報告書

平成20年６月10日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  中  川  幸  三  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  本  野  正  紀  ㊞ 

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。 
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